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 令和８年度において県が発注する建設工事の契約であって地方公共団体の物品等

又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２号）の規定が適

用されるものに係る一般競争入札に参加する者に必要な資格、資格審査の申請手続等

は、次のとおりです。 

                                                 

 令和８年４月１日 

 

岡山県知事 伊原木 隆 太 

  

１ 調達の対象となる特定役務の種類 

  岡山県工事執行規則（昭和４８年岡山県規則第６１号）第１条に規定する工事 

 

２ 入札参加資格審査を受けることができる者 

  入札参加資格審査を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければな

らない。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に

掲げる者でないこと。 

（２）岡山県暴力団排除条例（平成２２年岡山県条例第５７号）第２条第１号に規

定する暴力団若しくは同条第３号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的

に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

（３）建設業法（昭和２４年法律第１００号。以下「法」という。）第３条第１項

第２号に掲げる者に係る同項の許可を受けている者であること。 

（４）法第２７条の２３の規定による経営事項審査（申請する業種について、その

審査基準日が令和６年８月１日以降であるものに限る。）を受けている者であ

ること。 

（５）申請直前の土木一式工事又は建築一式工事に係る法第２７条の２９第１項の

規定により通知された総合評定値（以下「総合評定値」という。）が、１，０

５０点以上である者であること。 

 （６）岡山県税、市町村税（県内の市町村長が課したものに限る。）又は消費税及

び地方消費税を滞納していない者であること。 

（７）中小企業退職金共済法（昭和３４年法律第１６０号）に基づく中小企業退職

金共済若しくは建設業退職金共済又は所得税法施行令（昭和４０年政令第９６

号）に基づく特定退職金共済に加入している者であること。 

（８）申請する業種について、直前の法第２７条の２６第１項に規定する経営規模

等評価（以下「経営規模等評価」という。）の申請における年間平均完成工事

高が５００万円以上の者又は当該経営規模等評価の申請における基準決算の

完成工事高と基準決算から入札参加資格審査の申請時までの完成工事高の平

均（当該経営規模等評価の平均完成工事高を３年平均で申請した者については、

基準決算の直前期の完成工事高と基準決算の完成工事高と基準決算から入札

参加資格審査の申請時までの完成工事高の平均とする。）が５００万円以上の

者であること。ただし、県内に主たる営業所を設置していない者（以下「県外



２ 

 

業者」という。）については、申請する業種について直前の経営規模等評価の

申請における年間平均完成工事高が１億円以上であること。 

（９）労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）に基づく保険関係が成立

していること。 

（10）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条、厚生年金保険法（昭和２

９年法律第１１５号）第２７条及び雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）

第７条の規定による届出の義務（以下「健康保険等届出義務」という。）を履

行していること。 

（11）アスファルト舗装工事に係る入札参加資格審査申請者については、（１）か

ら（10）までに掲げるもののほか、知事が別に定める舗装業者工事施工能力審

査の申請をし、審査を受けていること。 

 

３ 入札参加資格審査申請書類 

入札参加資格審査を申請しようとする者は、知事が別に定める入札参加資格審査

申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、県内に主た

る営業所を設置している者の申請に係る添付書類については、（６）から（13）ま

でに掲げる書類とする。 

（１）建設業許可を受けていることを証明する書類 

（２）営業所一覧表 

（３）工事経歴書 

（４）主要取引金融機関一覧表 

（５）契約の締結について権限を委任する場合は、その委任状 

（６）総合評定値の通知書の写し 

（７）岡山県税の納付義務のある者は、岡山県県民局長が証明した県税（延滞金等

を含む。）の完納証明書（納付を要しない者については、申立書） 

（８）県内の市町村長が証明した市町村税（延滞金等を含む。）の完納証明書（県

外業者については、契約の締結について権限を委任された者が属する営業所が

県内にある場合のみ） 

（９）税務署長が証明した消費税及び地方消費税の完納証明書 

（10）中小企業退職金共済加入証明書、建設業退職金共済加入・履行等証明書又は

特定退職金共済加入証明書 

（11）労働者災害補償保険法に基づく保険関係が成立していることを証する書類 

（12）健康保険等届出義務を履行していることを証する書類 

（13）（１）から（12）までに掲げるもののほか、知事が必要と認めた書類 

 

４ 入札参加資格審査申請書の提出期間、提出場所及び提出方法 

（１）提出期間 

   随時（岡山県の休日を定める条例（平成元年岡山県条例第２号）第１条第１

項に規定する休日（以下「休日」という。）を除く。）とする。ただし、提出

期日によっては、入札執行日までに入札参加資格審査が完了しない場合がある。 

（２）提出場所 



３ 

 

   岡山県土木部監理課建設業班（岡山市北区内山下２－４－６） 

（３）提出方法 

   午前９時から午前 11 時 30 分まで又は午後１時から午後４時 30 分までの間

に（２）の提出場所に持参すること。 

 

５ 入札参加資格の有効期間及び更新手続 

（１）有効期間 

   資格を付与された日から令和９年５月３１日までとする。 

（２）更新手続 

   令和９年２月５日から同月１５日までの間（休日を除く。）に３に定める申

請書類を４（２）の場所に提出すること。 

 

６ その他 

（１）入札参加資格審査申請書の作成に使用する言語 

   入札参加資格審査申請書は、日本語で作成すること。その他の書類で、外国

語で記載されたものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。また、申

請書類のうち、金額欄については、出納官吏事務規程（昭和２２年大蔵省令第

９５号）第１６条の外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載するもの

とする。 

（２）申請者への入札参加資格審査の結果通知 

   文書で通知する。 

（３）入札公告の方法 

   地方自治法施行令第１６７条の６の規定による一般競争入札の公告は、県公

報により行う。 

（４）入札参加資格審査についての問合せ先 

   岡山県土木部監理課建設業班（電話 ０８６－２２６－７４６３） 


